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国民健康保険って
なんだろう？

　みなさんは、必ずいずれかの医療保険に加入しなけ

ればなりません。これを国民皆保険制度といいます。

　国保は、その医療保険の一つでわたしたちの住む三

豊市が運営しています。

　病気やけがに備え、被保険者のわたしたちがお金を

出し合い医療費などにあてる助け合いの制度です。�

国保（国民健康保険）のしくみ

就職、転職、転入、転出など異動の多い時期です。忘れずに国保の手続きを行なってください。
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※国保に加入するときの手続きの際には、同一世帯で、既に国保加入者がいる場合は、保険証もご持参ください。

※職場の健康保険をやめたとき、加入したときなどの手続きの際には、年金の手続きも必要となる場合がありますので、年金手帳もご用意ください。

印鑑、転出証明書 ※転入手続きをとってくだい。
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届け出は１４日以内に！

●他市町村から転入したとき

●職場の健康保険をやめたとき

●子どもが生まれたとき

●生活保護を受けなくなったとき

●外国籍の方が入るとき

印鑑、職場の健康保険をやめた証明書

印鑑、保険証、預金通帳

印鑑、保護廃止決定通知書

外国人登録証明書

印鑑、保険証

印鑑、保険証、加入した健康保険の保険証

印鑑、保険証、保護開始決定通知書

印鑑、保険証、死亡を証明するもの、預金通帳

保険証、外国人登録証明書

印鑑、保険証、年金証書

印鑑、保険証

印鑑、保険証

印鑑、本人確認ができるもの（運転免許証など）

印鑑、保険証

印鑑、保険証、在学証明書など

●他市町村へ転出するとき

●職場の健康保険に加入したとき

●生活保護を受けるようになったとき

●死亡したとき

●外国籍の方がやめるとき

●退職者医療制度に該当したとき

●住所、氏名、世帯主が変わったとき

●保険証を紛失したとき

●世帯を分けたとき
●世帯を一緒にしたとき

●旅行や出張により長期間住所を離れるため、もう
　１枚の保険証が必要なとき
●就学により世帯を離れているため、もう１枚の保
　険証が必要なとき


